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八洲学園大学 学生除籍細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、八洲学園大学学則（以下「学則」という。）、第３８条に規定する学生

の除籍について必要な事項を定めるものとする。 

 

（除籍の基準及び除籍日） 

第２条 学生の除籍の基準および除籍の日は、別表１のとおりとする。 

 

（除籍予告通知） 

第３条 学長は、学生が学則第３８条各号のいずれかに該当するおそれがあると認めると

きは、概ね１ヶ月前までに該当学生に対し、その旨を通知するものとする。 

２ 除籍予告通知は、原則として事務局教務課が電子メールにより行うものとする 

３ 電子メールによる通知ができない場合は、様式第１号を用い、郵便により行うものとす

る。 

 

（除籍予定者調書） 

第４条 事務局教務課は前条の通知後速やかに様式第２号で定める除籍予定者調書を作成

し、教務委員会に報告するものとする。 

 

（教授会の審議） 

第５条 教務委員会は、前条の通知を受けたときは、当該学生の除籍について、その後最初

に開催される委員会に諮り、その結果を教授会に報告するものとする。 

 

（除籍の決定） 

第６条 学長は、前条の報告を受けたときは、除籍を決定し、該当学生に除籍通知書により

通知するものとする。 

２ 除籍通知は、原則として事務局教務課が電子メールにて行うものとする。 

３ 電子メールによる通知ができない場合は、様式第３号を用い、郵便により行うものとす

る。 

 

（補足） 

第７条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は学長が別途定

める。 
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附 則 

この細則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和６年７月２３日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和６年８月２７日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和６年１２月２６日から施行し、令和６年８月２７日から適用する。  
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別表１（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 除籍の基準 除籍の日付 

学則 

第３８条 

第１号 

学費の納付を怠り、督促しても

なお納付しない者 

当該学期末日の１ヶ月

前現在で学費を完納し

ていないこと 

当該学期末の

翌々月末日 

第２号 
第１２条第２項、第１３条又は

第１４条の在学年限を超えた者 

在学年限を超えること 在学年限の満

了日 

第３号 

第３４条第２項の休学期間を超

えて、なお復学できない者 

休学の期間を超えてな

お復学できないこと 

休学期間満了

学期の翌々月

末日 

第４号 

履修登録を怠り、督促してもな

お行わない者 

当該学期の最終開講科

目の登録期間を過ぎて

も、履修登録を行って

いないこと 

当該学期末の

翌々月末日 
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様式第１号（第３条関係） 

 

                                 年  月  日 

 

            様 

 

                             八洲学園大学 

学長 水戸部 優子 

（公印省略） 

 

除籍の予告について（通知） 

 

 下記のとおり、八洲学園大学学則に定める除籍の事由に該当する見込みですので、通知い

たします。 

 

１．学生の氏名 

                

 

２．除籍の理由 

  八洲学園大学学則 第３８条第 号 該当 

 

３．除籍予定年月日 

    年  月  日 

 

以 上 
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様式第２号（第４条関係） 

 

入学期 
入 学 

年 次 

学籍番

号 
氏 名 

除 籍 

(予定)日 

除 籍 

該当条項 

除 籍 

理 由 
備 考 

 

 
       

 

 

  



4-62-5 

様式第３号（第６条関係） 

 

                                 年  月  日 

 

            様 

 

                             八洲学園大学 

学長 水戸部 優子 

（公印省略） 

 

 

除 籍 通 知 書 

 

 八洲学園大学学則に基づき、下記のとおり除籍したので通知します。 

 

１．学生の氏名 

                

 

２．除籍の理由 

  八洲学園大学学則 第３８条第 号 該当 

 

３．除籍年月日 

    年  月  日 

 

                                     以 上 

 


